
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時 ５月 13 日（金）13 時 15 分開廷 
 集合 12 時 45 分 奈良地裁ロビー 
  裁判傍聴 13 時 15 分～13 時 30 分 
  報告 13 時 30 分～13 時 45 分 

場所 奈良地方裁判所大法廷（傍聴席 100） 
[ 近鉄奈良駅下車 東へ約 300メートル ] 

「政治的に公平であること」、「報道は事実を曲げないですること」など（放送法第４条）

に違反している NHK に対し、視聴者には受信料支払を拒絶する権利があります。 

NHK 問題を考える奈良の会 

奈良合同法律事務所気付け 

〒630-8213 奈良市登大路 36 大和ビ 4F 

 

NHK 受信料裁判傍聴のお願い 
 

公共放送にふさわしい NHK を求め受信料支払い凍結 

NHK 問題を考え、監視・激励・抗議する運動が全国に広がり、「政権べったり報

道はやめろ!」「 NHK は視聴者・市民の声を聴け!」「 籾井会長 NO ! 」などの

声がますます強くなっています。受信料裁判の闘いは、NHK の政権への従属性

を糾し、NHK を視聴者・市民のものにする重要な契機となります。100 の傍聴

席を埋めて、我々の主張の正当性を強くアッピールしましょう。 

連絡先：NHK 問題を考える奈良の会 
世話人 齋藤 紀彦 Tel：090-5675-5049 

 高市総務大臣は、政府の言うことを

聞かないテレビ局には電波を止める 
可能性ありと発言 

 ３月末に、クローズアップ現代の国

谷裕子さん、報道ステーションの古

館伊知郎さん、NEWS２３の岸井成格

さんが降板しました。政権の意向が 

強く働いたといわれています。 

 国際 NGO「国境なき記者団」発表の

報道の自由度ランキングによれば、

日本は「多くのメデイアが自主規制

し、独立性を欠いている」と指摘さ

れ、報道の自由度は７２位で昨年よ

り１１下がりました。 

政治権力とメデイアの闘い 
 

第２回口頭弁論 
 


